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社団法人産業環境管理協会
受講料

37,500円

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、一定の条件を有する特定
工場に公害防止組織の整備を義務づけており、公害防止に関する技術的事項を管理する
者（以下「公害防止管理者」という。）及び大規模工場において公害防止統括者を補佐し公
害防止管理者を指揮する者（以下「公害防止主任管理者」という。）には法に定められた一
定の資格を取得した者を選任しなければならない。本資格認定講習は、講習修了者に対し
て、その資格を付与する制度である。

【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第２１条】

第２１条　経済産業大臣及び環境大臣は、第１９条第１項の規定により登録を申請した者が
次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
　一　第１８条第２項から第５項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。
　二　科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識
経験を有する者であること。
　　イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学若しくは高等専門学校において薬
学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当する学科目を担当する教
授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
　　ロ　学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修め
て卒業した者で、その後１０年以上公害防止に関する研究又は実務に従事した経験を有す
るもの
　　ハ　イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
　三　講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
２　登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
　一　登録の年月日及び登録番号
　二　登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
名
　三　講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

委託等に係る事務・事業の検査料等（平成２４年４月現在）

公害防止管理者等資格認定講習

制度の概要

指定登録基準

制度所管部局：　水・大気環境局総務課
経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室

受講料とその積算根拠

区分 積算根拠

大気関係第１種公害防止管理者

水質関係第１種公害防止管理者

職員賃金等（17,672円）＋講師謝金等
（5,317円）＋派遣・アルバイト用役費（952
円）＋会場費（6,421円）＋印刷費（564円）
＋通信運搬費（822円）＋借室料（1,450円）
＋管理費（3,987円）＋その他（379円）≒
37,500円



29,000円

31,500円

22,500円

17,000円

16,000円

35,000円

42,500円

大気関係第２種公害防止管理者

水質関係第２種公害防止管理者

ダイオキシン類関係公害防止管
理者

一般粉じん関係公害防止管理者

職員賃金等（7,540円）＋講師謝金等（2,268
円）＋派遣・アルバイト用役費（406円）＋会
場費（2,740円）＋印刷費（241円）＋通信運
搬費（351円）＋借室料（618円）＋管理費
（1,701円）＋その他（162円）≒16,000円

公害防止主任管理者

職員賃金等（20,028円）＋講師謝金等
（6,024円）＋派遣・アルバイト用役費（1,078
円）＋会場費（7,278円）＋印刷費（640円）
＋通信運搬費（933円）＋借室料（1,642円）
＋管理費（4,518円）＋その他（430円）≒
42,500円

騒音・振動関係公害防止管理者

職員賃金等（16,494円）＋講師謝金等
（4,961円）＋派遣・アルバイト用役費（888
円）＋会場費（5,994円）＋印刷費（527円）
＋通信運搬費（768円）＋借室料（1,352円）
＋管理費（3,721円）＋その他（354円）≒
35,000円

職員賃金等（13,666円）＋講師謝金等
（4,112円）＋派遣・アルバイト用役費（736
円）＋会場費（4,966円）＋印刷費（436円）
＋通信運搬費（636円）＋借室料（1,121円）
＋管理費（3,083円）＋その他（293円）≒
29,000円

大気関係第３種公害防止管理者

水質関係第３種公害防止管理者

職員賃金等（14,844円）＋講師謝金等
（4,466円）＋派遣・アルバイト用役費（799
円）＋会場費（5,394円）＋印刷費（474円）
＋通信運搬費（691円）＋借室料（1,218円）
＋管理費（3,349円）＋その他（318円）≒
31,500円

大気関係第４種公害防止管理者

水質関係第４種公害防止管理者

職員賃金等（10,603円）＋講師謝金等
（3,190円）＋派遣・アルバイト用役費（571
円）＋会場費（3,853円）＋印刷費（339円）
＋通信運搬費（494円）＋借室料（870円）＋
管理費（2,392円）＋その他（227円）≒
22,500円

特定粉じん関係公害防止管理者

職員賃金等（8,011円）＋講師謝金等（2,410
円）＋派遣・アルバイト用役費（431円）＋会
場費（2,911円）＋印刷費（256円）＋通信運
搬費（373円）＋借室料（657円）＋管理費
（1,807円）＋その他（172円）≒17,000円



社団法人日本砕石協会
受講料

25,000円
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指定・登録の理由 施行規則第21条の登録基準に適合しているため。

登録法人（平成２４年４月１３日現在）

法  人  の  名  称 社団法人日本砕石協会

社団法人産業環境管理協会

法 人 の 連 絡 先

登録期間

指定・登録の理由

法 人 の 連 絡 先
〒141-0031　東京都品川区西五反田2-12-19五反田ＮＮビル4F
TEL03-5435-8830

登録期間 平成２３年４月～平成２６年３月

特になし

一般粉じん関係公害防止管理者

支出合計（平成 20～22 年度平均）
8,750,000 円／350 人＝25,000 円
[内訳]
職員賃金等：2,400,000円（6,857円）
講師人件費：2,572,693 円（7,351 円）
会場設営関係費：1,503,333 円（4,295 円）
印刷費：332,000 円（949 円）
通信費：608,257 円（1,737 円）
広告費：192,500 円（550 円）
修了証作成費：125,333 円（358 円）
修了試験委員会等費：508,047 円（1,452
円）
管理費：457,327 円（1,307 円）
その他：50,510 円（144 円）
※（ ）は一人当たりの費用

指定登録基準に係る問合せ等の概要

〒101-0044　東京都千代田区鍛冶町2-2-１三井住友銀行神田駅前
ビル6F
TEL03-5209-7713

平成２３年４月～平成２６年３月

施行規則第21条の登録基準に適合しているため。

法  人  の  名  称

区分 積算根拠


